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表紙

（ 電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく
書面交付請求による交付書面に記載しない事項 ）

上記事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、書面交付請求を
いただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電
子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。

第９回定時株主総会資料

事業報告
１．企業集団の現況に関する事項

主要な事業内容
主要な営業所
従業員の状況
主要な借入先の状況
その他企業集団の現況に関する重要な事項

２．会社の現況
新株予約権等の状況
会計監査人の状況

３．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用
状況

４．会社の支配に関する基本方針
連結計算書類
連結株主資本等変動計算書
連結注記表

計算書類
株主資本等変動計算書
個別注記表

監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告
計算書類に係る会計監査報告
監査役会の監査報告

第９期（2023年１月１日から2023年12月31日まで）

株式会社INFORICH
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主要な事業内容、主要な営業所、従業員の状況

事　業 内　　容

C h a r g e S P O T 事 業 どこでも借りられて、どこでも返せるをコンセプトに展開するスマートフォ
ンのモバイルバッテリーシェアリングサービスの運営

１. 企業集団の現況に関する事項
主要な事業内容（2023年12月31日現在）

本 社 東京都渋谷区神宮前６-31-15

主要な営業所（2023年12月31日現在）

事 業 区 分 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

C h a r g e S P O T 事 業 221（21）名 25名増（3名増）

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

111（21）名 13名増（3名増） 36歳 2.3年

従業員の状況（2023年12月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況

（注）１. 従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループ
への出向者を含む。）であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載してお
ります。

　　　２. 直近１年間において、従業員数が25名増加しておりますが、これは主に事業の拡大に伴う人員の増加
によるものであります。

② 当社の従業員の状況

（注）１. 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、
パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

　　　２. 直近１年間において、従業員数が13名増加しておりますが、これは主に事業の拡大に伴う人員の増加
によるものであります。
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主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項、新株予約権等の状況

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 810,000千円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 500,000

フ ァ ン ズ ・ レ ン デ ィ ン グ 株 式 会 社 320,000

主要な借入先の状況（2023年12月31日現在）

その他企業集団の現況に関する重要な事項
　当連結会計年度においては、その他企業集団の現況に関する重要な事項は生じておりません。

２. 会社の現況
新株予約権等の状況
① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予

約権の状況
　　該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　　該当事項はありません。

③ その他新株予約権に関する重要な事項
　　　　該当事項はありません。
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会計監査人の状況

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 34,500千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 34,500

会計監査人の状況
① 名称 EY新日本有限責任監査法人

② 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。

３. 当社の重要な子会社のうち、INFORICH ASIA HOLDINGS LIMITED、INFORICH ASIA HONG 
KONG LIMITED 及び 殷富利（广州）科技有限公司については、当社の会計監査人以外の監査法人
（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有するものを含む。）の監査を受けております。

③ 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認め
られる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会
が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した
旨と解任の理由を報告いたします。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

３．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制について、取締役会において「内部統制システムの基本方針」を定め
る決議をしており、その決定内容の概要は以下のとおりであります。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1 法令、定款及び社会規範等の遵守を目的として「コンプライアンス・リスク管理規程」
を定めるとともに、業務上必要な法令等については定期的に開催されるコンプライアン
ス・リスク管理委員会を通して取締役及び使用人へ必要な啓蒙、教育活動を推進する。

2 「内部通報制度運用規程」を制定するとともに、当該制度により不正行為等の防止及び
早期発見を図る。

3 監査役は「監査役監査基準」に基づき、独立した立場で取締役の職務執行状況について
監査し、適法性に関する疑義を発見した場合は、その事実を指摘し改善するよう取締役
及び取締役会に勧告するとともに、必要に応じてその行為の差止めを請求する。

4 内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき、業務運営及び財産管理の実態を調査
し、使用人の職務の執行が法令、定款並びに当社規程に適合していることを確認の上、
代表取締役に報告する。

5 反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力排除に関する規程」及び各種マニュアルを制
定し、いかなる場合においても金銭その他の経済的利益を提供しないことを社内に周知
徹底する。

6 コンプライアンス・リスク管理委員会は、当社グループにおける不正行為の原因究明、
再発防止策の策定および情報開示に関する審議を行い、その結果を踏まえて再発防止策
の展開等の活動を推進する。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1 取締役は、「文書管理規程」に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書または電磁

的媒体に記録し、保存する。取締役及び監査役は、必要に応じてこれらを閲覧できる。
2 またデータ化された機密情報については、当社「機密情報管理規程」、「情報システム

管理規程」、「プライバシーポリシー」、「個人情報保護管理規程」及び各種マニュア
ルに従い適切なアクセス制限やパスワード管理、並びにバックアップ体制を敷くことで
機密性の確保と逸失の防止に努める。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1 当社はコーポレートリスクの適切な把握並びに啓蒙を目的として「コンプライアンス・

リスク管理規程」を制定し、当該規程に基づいてCorporate Divisionの担当役員を委員
長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を組織する。

2 コンプライアンス・リスク管理委員会は定期的に開催し、当社業務推進上のリスクの把
握並びにリスクへの対策を協議し、その結果を必要に応じて社内通知する。

3 コンプライアンス・リスク管理委員会は、リスクが顕在化した場合には、他の部門や外
部の専門家と連携しその原因を究明し、適切な再発防止策を取締役会に提言する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1 当社は毎月１回の定時取締役会を開催し、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決

定及び業務執行の監督等を機動的に行うことで効率的な職務執行に努める。加えて、必
要に応じて臨時取締役会を開催する。

2 当社は取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制として、経営会議を
毎週開催し、業務執行に関する意思決定を機動的に行う。

3 当社は「職務権限規程」及び「業務分掌規程」に基づき権限の委譲を行うことで、迅速
かつ効率的な意思決定を確保する。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

⑤ 当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

1 関係会社の管理は、当社「関係会社管理規程」に従ってCorporate divisionが統括管理
し、各関係部門が連携して行う。同規程に基づき、一定の事項については、当社の取締
役会決議を求め、又は取締役会及び関係部門への報告を義務付ける。

2 当社のコンプライアンス・リスク管理委員会ではグループ全体及び個社におけるリスク
管理とコンプライアンスについて役員及び役員に準じる者で審議・検討する。

3 当社と子会社は、企業集団として当社グループ共通の価値基準を共有し、一体性を有す
る。当社の内部監査室は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、当社のみならずグ
ループ会社も監査対象として内部監査を実施する。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項
1 監査役会が職務を補助する使用人を置くことを求めた場合は、当該使用人を置く。
2 配置にあたっての使用人の人数、人選等については、監査役の意見を考慮して検討す

る。
3 当該使用人の異動及び人事考課は、監査役と協議の上、監査役の意見を尊重して行う。

⑦ 上記⑥の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の
実効性の確保に関する事項
1 監査役の職務を補助する使用人は、監査役の指揮・命令に従うものとする。
2 監査役の職務を補助する使用人は、監査役会事務局を担当するため、業務執行部門の指

揮・命令に服さない使用人を配置する。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

⑧ 監査役への報告に関する体制
1 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

当社は、監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当グル
ープの役員及び使用人に周知徹底する。

2 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受
けた者が監査役に報告するための体制
イ. 当社及び子会社の取締役並びに使用人から監査役への報告に関する手続きを定め、

その職務の執行状況について、適時適切に報告する。
ロ. 当社及び子会社の取締役並びに使用人は、監査役が事業の報告を求めた場合、また

は監査役が当グループの業務及び財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対
応する。

ハ. 当社及び子会社の取締役は、会社に著しい損害を及ぼした事実または及ぼす恐れの
ある事実を発見した場合は、直ちに監査役に報告する。

⑨ 上記⑧の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制

　監査役への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うこ
とを禁止し、その旨を周知徹底する。

⑩ 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
1 監査役と代表取締役との会合、監査役と内部監査責任者との会合、並びに監査役、内部

監査責任者及び会計監査人による三者の会合を定期的に開催する。
2 監査役から監査役の職務に関する要望があった場合は、適時適切に対応する。

－ 7 －



2024/02/28 11:12:26 / 23062048_株式会社ＩＮＦＯＲＩＣＨ_招集通知

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
① 取締役会の職務執行

　当事業年度において取締役会は14回開催され、取締役及び監査役の出席の下、個別議案
の決議及び報告だけでなく、重要な事業戦略や経営方針について議論を行っております。
当社の取締役会は、社外取締役３名を含めた取締役６名で構成されておりますが、十分な審
議時間を確保することで、社外取締役も含めた活発で実質的な審議が行われております。

② コンプライアンス・リスク管理委員会
　当社は、「コンプライアンス・リスク管理規程」に基づき、定期的にコンプライアンス・
リスク管理委員会を開催するとともに、法令順守に関して周知徹底を図っております。

③ 内部監査の実施
　当社は、内部監査担当者による内部監査を実施しており、当該結果については、代表取締
役及び監査役会に報告され、後日改善状況の確認を行っております。内部監査担当者は、監
査役と定期的に意見交換を行い、監査上の問題点の有無や課題等について情報共有すること
で連携を図っております。

④ 監査役の監査
　監査役は監査役会で定めた監査計画に基づき、取締役会その他重要な会議への出席、重要
書類の閲覧、取締役との面談及び従業員への質問等により、取締役の業務執行についての監
査を実施しました。当事業年度において監査役会は15回開催され、監査役相互に実施した
監査の状況について情報共有したほか、内部監査担当者との連携により監査の効率性と実効
性の向上に努めております。
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会社の支配に関する基本事項

４. 会社の支配に関する基本方針
　当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者は安定的な成長を目指し、企業価値の極大化・株
主共同の利益の増強に経営資源の集中を図るべきと考えております。
　現時点では特別な買収防衛策は導入いたしておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化に
注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
（注）本招集ご通知に記載のChargeSPOTは株式会社INFORICHの登録商標です。
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連結株主資本等変動計算書

(2023年 1 月 1 日から
2023年12月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 218,707 6,007,488 △3,507,998 － 2,718,197

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

新 株 の 発 行 17,774 17,774 35,548

新株の発行(新株予約権の行使) 54,728 54,728 109,456

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 571,888 571,888
連 結 子 会 社 株 式 の 追 加 取 得
に よ る 持 分 の 増 減 △1,518 △1,518

自 己 株 式 の 取 得 △182 △182

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 連 結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 72,502 70,983 571,888 △182 715,192

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 291,210 6,078,472 △2,936,109 △182 3,433,390

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主
持　　　分 純資産合計為替換算

調整勘定
そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 △290,808 △290,808 5,393 5,029 2,437,811

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

新 株 の 発 行 35,548

新株の発行(新株予約権の行使) 109,456

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 571,888
連 結 子 会 社 株 式 の 追 加 取 得
に よ る 持 分 の 増 減 △1,518

自 己 株 式 の 取 得 △182

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 連 結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) △66,006 △66,006 △438 △5,029 △71,474

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 △66,006 △66,006 △438 △5,029 643,718

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 △356,815 △356,815 4,954 － 3,081,529

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

建物 15年
工具、器具及び備品 ３年～５年

連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項
　連結子会社の状況

・連結子会社の数 ４社
・主要な連結子会社の名称 INFORICH ASIA HOLDINGS LIMITED

INFORICH ASIA HONG KONG LIMITED
殷富利（广州）科技有限公司
株式会社CHARGESPOT MARKETING

(2) 連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する注記
　連結の範囲の変更

　前連結会計年度において当社の連結子会社であった共享出行（澳門）一人有限公司は、2023年12月
31日付で全株式を売却したため、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。なお、同社に
ついては、株式売却時点までの損益計算書のみ連結しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　すべての連結子会社の決算日は、連結会計年度と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

　棚卸資産
主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下によ
る簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

主に定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間
（５年）に基づいております。
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連結注記表

ハ. リース資産
　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用してお
ります。

③ 重要な引当金の計上基準
イ. 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度
に負担すべき額を計上しております。

ハ. 有給休暇引当金 一部の海外子会社において、将来の休暇につき、従業員が給与を受け取
れる権利を行使する可能性が高いと認められる見積り額を計上しており
ます。

④ 収益及び費用の計上基準
　当社グループは、ChargeSPOT事業として、主にモバイルバッテリーシェアリングサービスを展開し
ております。当該サービスは、スマホユーザーに対して持ち運び可能なスマホ充電器のレンタルサービス
を提供する履行義務を負っております。当該履行義務は、レンタル期間にわたり充足されるものと判断
し、レンタル期間にわたり収益を認識しております。

⑤ 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益
及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支
配株主持分に含めております。

⑥ その他連結計算書類の作成のための重要な事項
　繰延資産の処理方法 株式交付費は、支出時に全額費用処理しております。
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連結注記表

繰延税金資産 129,755千円

２. 会計方針の変更に関する注記
　該当事項はありません。

３. 表示方法の変更に関する注記
（連結貸借対照表関係）
　前連結会計年度において、投資その他の資産の「その他」に含めておりました「繰延税金資産」（前連結
会計年度13,912千円）は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。

４. 会計上の見積りに関する注記
(1) 繰延税金資産の回収可能性

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

② 識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報
イ. 算出方法
　当社グループは、繰延税金資産について、将来の収益力に基づく課税所得の発生時期及びその金額に基
づき回収可能性を判断したうえで計上しております。課税所得は、取締役会において承認された事業計画
を基礎として見積っております。

ロ. 主要な仮定
　事業計画に基づく課税所得の見積りにおける主要な仮定は、「ChargeSPOT」の月間アクティブユーザ
ー数等を基礎として算定した売上予測及びバッテリースタンド設置台数や月間アクティブユーザー数等を
基礎として算定した費用予測であります。

ハ. 翌年度の連結計算書類に与える影響
　主要な仮定である「ChargeSPOT」の月間アクティブユーザー数、バッテリースタンド設置台数は見積
りの不確実性が高く、将来の経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌連結会計年度の法人
税等調整額の金額に影響を及ぼす可能性があります。
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連結注記表

現金及び預金（定期預金） 404,290千円
計 404,290千円

リース債務 409,209千円
計 409,209千円

当座貸越極度額 1,600,000千円
借入実行残高 1,300,000千円

差引額 300,000千円

普通株式 9,379,775株

普通株式 674,350株

５. 連結貸借対照表に関する注記
(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

② 担保に係る債務

(2) 当座貸越契約
　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しておりま
す。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

６. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

(2) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的
となる株式の種類及び数
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連結注記表

７. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用に関しては、短期的な預金等に限定し、また、資金調達については第三者割当
増資及び銀行等金融機関からの借入による方針であります。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　営業債権である売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行う
にあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
　営業債務である未払金及び未払法人税等は、すべて１年以内の支払期日であります。一部の外貨建ての営
業債務については、為替の変動リスクに晒されております。
　借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたも
のであります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
イ. 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
　当社グループは、グループの債権リスク管理基準に基づき、取引先ごとの残高及び期日の管理を行うと
ともに、業態悪化による回収懸念の早期把握や軽減に努める体制を図っております。

ロ. 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　当社グループは、借入金に係る支払い金利の変動リスクを抑制するために、金融機関より金融商品に関
する情報を収集し、定期的に借入先及び契約内容の見直しを実施しております。また、為替リスクは、通
貨別・月別に把握することで管理しております。

ハ. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行出来なくなるリスク）の管理
　当社グループは、各部署からの報告に基づき適時に資金繰計画を作成・更新することにより、流動性リ
スクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ
り、当該価額が変動することもあります。
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連結注記表

連結貸借対照表計上額 時価 差額
① 破産更生債権等 36,037千円 千円 千円

　貸倒引当金（＊1） △35,072
964 964 －

② 長期借入金(＊2) 52,000 51,915 △84
③ リース債務(＊3) 1,727,620 1,707,246 △20,374

1年以内
（千円）

1年超
5年以内
（千円）

5年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

預金 4,831,251 － － －
売掛金 180,317 － － －
未収入金 706,910 － － －

合計 5,718,479 － － －

1年以内
（千円）

1年超
2年以内
（千円）

2年超
3年以内
（千円）

3年超
4年以内
（千円）

4年超
5年以内
（千円）

5年超
（千円）

短期借入金 1,680,000 － － － － －
長期借入金 15,600 6,400 30,000 － － －
リース債務 991,393 523,707 211,079 1,440 － －

合計 2,686,993 530,107 241,079 1,440 － －

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2023年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。なお、「現金及び預金」、「売掛金」、「未収入金」、「短期借入金」、「未払金」及び「未払法人税等」
は、現金及び短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しておりま
す。

（＊1）破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
（＊2）１年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めております。
（＊3）リース債務（流動）はリース債務に含めております。

（注）１．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

（注）２．短期借入金、長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
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連結注記表

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
破産更生債権等 －千円 －千円 964千円 964千円
長期借入金 － 51,915 － 51,915
リース債務 － 1,707,246 － 1,707,246

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した

時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
該当事項はありません。

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
破産更生債権等
　破産更生債権等については、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しており、時価は連結決算日に
おける貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額をもって時価としており、レベル３の時価に
分類しております。

長期借入金
　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り
引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

リース債務
　リース債務の時価については、元金の合計額を同様の新規契約を行った場合に想定される利率で割り引
いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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連結注記表

ChargeSPOT事業
サービス別

モバイルバッテリーシェアリングサービス 7,173,999千円
その他 507,681

顧客との契約から生じる収益 7,681,681
その他の収益 －
外部顧客への売上高 7,681,681
地域別

日本 6,166,881
中国（香港含む） 1,316,117
その他 198,682

顧客との契約から生じる収益 7,681,681
その他の収益 －
外部顧客への売上高 7,681,681

当連結会計年度期首 当連結会計年度期末
顧客との契約から生じた債権 76,687千円 180,317千円
契約負債 511,542 1,283,842

８. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　「１.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　⑷会計方針に関する事項　④
収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産及び契約負債の残高等

　契約負債は、主にモバイルバッテリーシェアリングサービスにかかる利用料の前受分に関するものであ
り、収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残
高に含まれていた額は、70,072千円であります。
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連結注記表

(1) １株当たり純資産額 328円00銭
(2) １株当たり当期純利益 61円50銭

② 残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループにおいては、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が１
年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。
　また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

９. １株当たり情報に関する注記

（注）当社は、2023年４月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。当連結会
計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり当期純利益を算定しております。
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連結注記表

10. 重要な後発事象に関する注記
（資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分）
　当社は、2024年２月14日開催の取締役会において、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分
について、2024年３月28日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしました。

１．減資の目的
　当社は、2022年12月20日に東証グロースへ上場いたしました。それに伴い、早期に利益剰余金の欠損
額を解消し、財務体質の健全化を図るとともに、今後の株主還元を含む資本政策等の柔軟性・機動性の向上
を目的として、会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減
少を行うものであります。なお、本件による発行済株式総数及び純資産額に変更はなく、１株当たり純資産
額に影響はありません。

２．減資の要領
(1)　減少する資本金の額

2023 年12 月31 日 現 在 の 資 本 金 の 額291,210,175 円 の う ち281,210,175 円 を 減 少 し 、
10,000,000円といたします。

なお、当社が発行している新株予約権が資本金の減少の効力が生ずる日までの期間に行使された場
合には、当該新株予約権の行使に伴う新株発行により増加する資本金と同額分を合わせて減少するこ
とにより、最終的な資本金の額を10,000,000円といたします。

(2)　減少する資本準備金の額
2023年12月31日現在の資本準備金の額4,123,023,774円のうち4,113,023,774円を減少し、

10,000,000円といたします。
なお、当社が発行している新株予約権が資本準備金の減少の効力が生ずる日までの期間に行使され

た場合には、当該新株予約権の行使に伴う新株発行により増加する資本準備金と同額分を合わせて減
少することにより、最終的な資本準備金の額を10,000,000円といたします。

(3)　減資の方法
払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金及び資本準備金の

額の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。
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連結注記表

３．剰余金の処分の内容
　会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、当該減少により
生じるその他資本剰余金4,394,233,949円のうち3,701,082,200円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填
補に充当いたします。

1) 減少する剰余金の項目及びその額 その他資本剰余金　3,701,082,200円
2) 増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金　　3,701,082,200円

４．減資の日程（予定）
(1) 取締役会決議日 2024年２月14日
(2) 株主総会決議日 2024年３月28日
(3) 債権者異議申述
　  最　終　期　日 2024年３月26日（予定）
(4) 減資の効力発生日 2024年３月28日（予定）

５．今後の見通し
　本件は、貸借対照表の純資産の部における勘定科目の振替処理であり、当社の純資産額に変更を生じるも
のではありません。なお、本件は、2024年３月28日開催予定の定時株主総会において承認可決されること
を条件としております。
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株主資本等変動計算書

(2023年 1 月 1 日から
2023年12月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 そ　の　他

資本剰余金
資本剰余金
合　　　計

その他利益
剰　余　金 利益剰余金

合　 　計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 218,707 4,050,521 2,316,220 6,366,742 △4,177,072 △4,177,072 － 2,408,376

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 17,774 17,774 17,774 35,548
新 株 の 発 行
（新株予約権の行使） 54,728 54,728 54,728 109,456

当 期 純 利 益 475,990 475,990 475,990

自 己 株 式 の 取 得 △182 △182

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 72,502 72,502 － 72,502 475,990 475,990 △182 620,813

当 期 末 残 高 291,210 4,123,023 2,316,220 6,439,244 △3,701,082 △3,701,082 △182 3,029,190

新 株
予 約 権

純 資 産
合 計

当 期 首 残 高 5,393 2,413,770

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 35,548
新 株 の 発 行
（新株予約権の行使） 109,456

当 期 純 利 益 475,990

自 己 株 式 の 取 得 △182

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △438 △438

当 期 変 動 額 合 計 △438 620,374

当 期 末 残 高 4,954 3,034,144

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

建物 15年
工具、器具及び備品 ３年～５年

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
　関係会社株式　　　　　　 移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

主に定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

② リース資産
　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用してお
ります。

(3) 繰延資産の処理方法
株式交付費 株式交付費は、支出時に全額費用処理しております。

(4) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
ます。
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個別注記表

繰延税金資産 116,298千円

(5) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額の当事業年度に負担す
べき額を計上しております。

(6) 収益及び費用の計上基準
　当社は、ChargeSPOT事業として、主にモバイルバッテリーシェアリングサービスを展開しておりま
す。当該サービスは、スマホユーザーに対して持ち運び可能なスマホ充電器のレンタルサービスを提供する
履行義務を負っております。当該履行義務は、レンタル期間にわたり充足されるものと判断し、レンタル期
間にわたり収益を認識しております。

２. 会計方針の変更に関する注記
　該当事項はありません。

３. 表示方法の変更に関する注記
　該当事項はありません。

４. 会計上の見積りに関する注記
(1) 繰延税金資産の回収可能性

① 当事業年度の計算書類に計上した金額

② 識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　「連結注記表 ４．会計上の見積りに関する注記 (1)繰延税金資産の回収可能性」に同一の内容を記載し
ているため、注記を省略しております。
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個別注記表

現金及び預金（定期預金） 404,290千円
計 404,290千円

リース債務 409,209千円
計 409,209千円

当座貸越極度額 1,600,000千円
借入実行残高 1,300,000千円

差引額 300,000千円

① 短期金銭債権 3,403千円
② 長期金銭債権 1,557,329千円
③ 短期金銭債務 63,068千円

関係会社との取引高
営業取引による取引高

売上高 9,578千円
営業費用 353,381千円

営業取引以外の取引高 344,300千円

５. 貸借対照表に関する注記
(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

② 担保に係る債務

(2) 当座貸越契約
　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

(3) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

６. 損益計算書に関する注記
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普通株式 59株

繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 1,754,860千円
関係会社株式 374,273千円
投資有価証券 105,172千円
貸倒引当金 388,100千円
減損損失 37,988千円
その他 39,983千円

繰延税金資産小計 2,700,378千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △1,723,379千円
将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額 △860,700千円

評価性引当額小計 △2,584,080千円
繰延税金資産合計 116,298千円
繰延税金資産の純額 116,298千円

７. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

８. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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種 類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者との
関 係 取 引 内 容 取 引 金 額

（千円） 科 目 期 末 残 高
（千円）

子 会 社
INFORICH 
ASIA 
HOLDINGS 
LIMITED

直接 100.0％
所有
　

製品の仕入
資金の貸付
役員の兼任

運 転 資 金 の
回収（注）２ 182,512 関 係 会 社

長期貸付金 1,504,453

運転資金の貸
付に伴う受取
利息（注）３

7,390 未 収 利 息 7,390

バッテリース
タンド・モバ
イルバッテリ
ーの購入等の
立替（注）２

－ 破 産 更 生
債 権 等 52,875

子 会 社 殷富利（广州）
科技有限公司 間接 100.0％

所有

　

製品の仕入
製品の開発
役員の兼任

バッテリース
タンド・モバ
イルバッテリ
ー の 購 入
（注）１

1,090,690
建設仮勘定 126,204

前 渡 金 32,836
未 払 金 5,856

種 類 会社等の名称
又 は 氏 名

議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者との
関 係 取 引 内 容 取 引 金 額

（千円） 科 目 期 末 残 高
（千円）

役員及びそ
の 近 親 者 児玉　知浩 直接 0.53％

被所有

　
当社執行役員
副社長

ストックオプ
ションの行使

（注）1
49,550 － －

9. 関連当事者との取引に関する注記
(1) 子会社及び関連会社等

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
１. 取引条件は、同社の原価等を勘案して双方協議の上、決定しております。
２. 同社への関係会社長期貸付金及び破産更生債権等に対し、1,195,526千円の貸倒引当金を計上してお

ります。また、当事業年度において、341,197千円の貸倒引当金戻入益を営業外収益に計上しており
ます。

３．金利は、市場金利を勘案し、利率を合理的に決定しております。

(2) 役員及び個人主要株主等

（注）１．2019年３月15日開催の取締役会決議により、付与されたストックオプションの当事業年度における
権利行使を記載しております。なお、「取引金額」欄は、当事業年度におけるストックオプションの
権利行使による付与株式数に払込金額を乗じた金額を記載しております。
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(1) １株当たり純資産額 322円95銭
(2) １株当たり当期純利益 51円18銭

10. 収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表 ８.収益認識に関する注
記」に同一の内容を記載しておりますので注記を省略しております。

11. １株当たり情報に関する注記

（注）当社は、2023年４月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。当事業年
度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり当期純利益を算定しております。

12. 重要な後発事象に関する注記
（資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分）
　当社は、2024年２月14日開催の取締役会において、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分
について、2024年３月28日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしました。
　詳細につきましては、「連結注記表 10.重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しておりますの
で注記を省略しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 藤 原 　 選
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 河 村 　 剛

独立監査人の監査報告書
2024年２月26日

株式会社ＩＮＦＯＲＩＣＨ
取締役会　御中

ＥＹ新日本有限責任監査法人
東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社ＩＮＦＯＲＩＣＨの２０２３年１月１日か
ら２０２３年１２月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、株式会社ＩＮＦＯＲＩＣＨ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示
することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用におけ
る取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこと
にある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実
を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切
でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書
類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査
証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人
は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策
を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその
内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以　　上
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計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 藤 原 　 選
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 河 村 　 剛

独立監査人の監査報告書
2024年２月26日

株式会社ＩＮＦＯＲＩＣＨ
取締役会　御中

ＥＹ新日本有限責任監査法人
東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＩＮＦＯＲＩＣＨの２０２３年１月
１日から２０２３年１２月３１日までの第９期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行っ
た。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示
することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用におけ
る取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことに
ある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実
を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計
算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計
算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない
場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策
を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその
内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査役会は、2023年１月１日から2023年12月31日までの第９期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し以
下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に
ついて報告を受けるほか、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の
環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び
財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思
疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保
するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制
の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部
統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について
定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針について検討
を加えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを
確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する
品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に
応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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常勤監査役（社外監査役） 小 倉 　 和 宣 ㊞
社 外 監 査 役 阿 南 　 剛 ㊞
社 外 監 査 役 波多野　佐知子 ㊞

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結
計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）
について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい

るものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実

は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該

内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、
指摘すべき事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に
関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　会計監査人ＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
　　会計監査人ＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年２月27日
株式会社ＩＮＦＯＲＩＣＨ　監査役会

　

以　上
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